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1 3 13

　「３計画の位置付け」の
「（１）法律上の位置付け」
に福祉用語である「包摂」を
使うのは違和感がある。

（計画案13頁）
　「（１）法律上の位置付け」から「福
祉分野の個別計画を包摂し」という文章
を削除しました。

2 3 14

　「４計画とＳＤＧｓとの関
係」の文章は、ここまで記載
しなくてもいいのではない
か。

（計画案14頁）
　ＳＤＧｓの一つひとつのゴールの説明
文を削除しました。

3 3 15
　計画の見直しをする予定で
あることを本文に書き込んで
ほしい。

（計画案15頁）
　第１章計画の基本的な考え方「５計画
の期間」に「社会経済状況の変化等によ
り、必要に応じて計画の見直しを行うも
のとします」と記載しました。

4 3 24

 施策１の主な取り組み「③区
役所へのコミュニティソー
シャルワーカーの配置検討」
について、社会福祉士をコ
ミュニティソーシャルワー
カーとして配置する記載して
しまうと、社会福祉士以外の
人がその役割を担う余地がな
いような印象を受けるので、
表現を再度検討してほしい。

（計画案24頁）
　「区役所等に地域福祉コーディネー
ター（コミュニティソーシャルワー
カー）の配置を検討します。」と文章を
見直しました。

5 3 28

 施策２の主な取り組み「①多
様な主体同士の連携・協働の
促進」の文章は、既にある高
齢や障害分野のネットワーク
を活用する旨、記載してほし
い。

（計画案28頁）
　「様々な支援活動のネットワーク同士
が連動するための仕組みづくりについて
検討し、それぞれの強みを活かして、地
域課題解決を図っていきます。」と文章
を見直しました。

資 料 １
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6 3 45

　施策８の主な取り組み「④
成年後見制度利用の促進」と
記載しているが、この記載だ
と利用者を増やそうというイ
メージになる。必要な方が必
要な時に利用できるようにす
ることが大事なので、文章を
再検討してほしい。

（計画案45頁）
　主な取り組み④の表題を「成年後見制
度の活用」に改めています。
　また、文章に、「制度の利用が必要な
方が、必要な時に利用できるよう、制度
や相談窓口等の周知を図る」と追記して
います。
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